
2026年改訂「AI事業者ガイドライン（第1.2
版）」が一般AI利用企業に要求するガバナンス
体制の抜本的再構築と実務対応の全容 

Gemini 3.1 pro 
序論：AIガバナンスにおける「単なる利用者」という免責概念
の終焉と新たな責任体系の幕開け 
2026年3月末、総務省および経済産業省の主導により、日本のAIガバナンスにおける歴史的な転換
点となる「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」が正式に公表される予定である1。2024年4月に策定さ
れ、その後マイナーアップデートを経てきた本ガイドラインは、これまで主としてAIの基盤モデルを開
発する企業や、それを利用したシステムを提供するプロバイダー層を主眼に置いた規制・指針という

色彩が強かった1。そのため、SaaSとして提供される生成AI（ChatGPT、Claude、社内向けの各種AI
チャットボットなど）を業務効率化の目的で導入しているだけの一般企業は、自らを「単なる利用者」

であると位置づけ、ガイドラインが要求する高度なガバナンス要件の対象外であると認識する傾向

が顕著であった。 

しかし、2026年2月16日に開催された第29回AIガバナンス検討会において提示された令和7年度更
新内容（案）は、こうした一般企業の牧歌的な認識を根本から覆すものであった3。第1.2版改訂の最
大の特徴は、テクノロジーの急速な自律化に伴い実用化フェーズに突入した「AIエージェント」および
「フィジカルAI」という新技術カテゴリが正式に規制対象として取り込まれたことにある1。これにより、

AIシステムが人間の指示を待たずして自律的に環境を感知し、外部システムに対して直接的な操作
を行うことが可能となった結果、AIが引き起こすエラーや権利侵害のリスクは、もはや開発者や提供
者だけでコントロールできる範疇を超越してしまったのである5。 

本レポートは、2026年3月末に予定されている「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」の改訂が、自社で
AIモデルを開発しない「単なるAI利用者（会社）」に対してどのような直接的・法的な影響を及ぼすの
かを網羅的に分析するものである2。政府資料、有識者会議における論点提示、パブリックコメントの

動向、そして並行して進行する著作権法の解釈変更や欧州のAI法（EU AI Act）といった国内外の規
制動向を複合的に俯瞰し6、企業が直ちに講じるべき「Human-in-the-Loop（人間の判断必須）」の実
装要件や、内部規程の刷新、ベンダーとの契約形態の見直しといった具体的な実務対応策につい

て、深い洞察と体系的な指針を提示する。 

1. ガイドライン改訂の歴史的背景と第1.2版が示す「自律的AI
」へのパラダイムシフト 



1.1. 技術の社会実装と規制の遅行性に対する政府の危機感 
日本のAIガバナンス政策は、技術の進化速度と社会実装の実態に追いつくための絶え間ない試行
錯誤のプロセスである。現行のAI事業者ガイドライン（第1.1版）は、主にWebブラウザやAPIを通じて
対話形式で利用される静的な生成AI（チャットボット等）を想定したものであり、システムが自律的に
判断を下し、行動を起こすことに関する明確な規定が存在していなかった1。 

しかし、2025年後半から2026年初頭にかけての市場動向は、この規制の前提を大きく凌駕すること
となった。PwCの調査によれば、国内事業者の約70%がすでにAIエージェントの導入を進行中、あ
るいは具体的な導入検討のフェーズに入っており、ロボティクスと融合したフィジカルAIの市場も年
平均成長率（CAGR）33.5%という爆発的な拡大予測が示されている3。こうした「技術の社会実装が

規制の整備を大きく先行している状況」に対し、政府は強い危機感を抱き、2025年10月からの事業
者向け意見照会や同年12月の第28回AIガバナンス検討会を通じて、AIエージェントとフィジカルAI
への対応を「絶対重要かつ喫緊の課題」として位置づけたのである3。 

このプロセスにおいて、2024年初頭（令和6年1月20日〜2月19日）に実施された過去のAI事業者ガ
イドライン案の意見公募手続（パブリックコメント）等で蓄積された産業界からの要望も踏まえられ、

ガバナンスのあり方が単なるリスク抑止の「ブレーキ」から、イノベーションを安全に加速させるため

の「加速装置」へと再定義されるに至った1。 

1.2. 第1.1版から第1.2版への進化の構造的比較 
第1.2版における変更は、表面的な用語の追加にとどまらず、AIシステムのアーキテクチャと人間の
関わり方そのものに対する法規制的なアプローチの転換を意味している。以下の表は、現行版と改

定版における中核的な概念の変遷を整理したものである。 

 

比較項目 現行版（第1.1版：
2025年3月公表） 

改定版（第1.2版：
2026年3月公表予
定） 

パラダイムシフトの

本質的意味合い 

対象となるAI概念の
範囲 

主にWeb上の生成
AI（チャットボット、テ
キスト・画像生成

ツール等）1 

AIエージェントおよび
フィジカルAIを正式
に概念として追加1 

受動的な情報処理

ツールから、能動的

な業務遂行主体へ

の認識の移行。 

自律的な判断・行動

への規定 
明確な規定や想定

はなし（人間がプロン

プトを入力し、結果を

受け取る前提）1 

「

Human-in-the-Loop
（人間の判断必須）」

の仕組みの構築を

明記1 

システムの自律性が

もたらす外部影響へ

の防波堤として、人

間の介入をプロセス

設計の必須要件化。 



ガバナンスの基本的

位置づけ 
リスク管理・コンプラ

イアンス確保の一環

としての位置づけ1 

信頼を構築し、イノ

ベーションを推進す

るための「加速装置」

として再定義1 

萎縮効果を防ぎつ

つ、適切な統制下で

の積極的な社会実

装を促すスタンスの

明確化。 

想定される対象事業

者の範囲 
AI開発者、AI提供
者、AI利用者（一般
企業含む）1 

同上の3主体に加
え、エージェント運用

者・統合管理者を強

く想定1 

API連携等で複数の
AIを組み合わせて社
内システムに統合す

る「利用者」の責任

の重大化。 

 

 
 

2. 規制対象の拡張：AIエージェントとフィジカルAIがもたらす
新たな次元のリスク 



第1.2版改訂案において、単なる利用企業に最も大きな影響を与えるのが、新たに追加された2つの
技術カテゴリに関する厳密な定義と、それに付随するリスクの具体化である5。これらの定義は、

Microsoft、Google、Amazon、IBM、Accentureといった主要なグローバルテクノロジー企業の定義
群を参照・統合する形で策定されており、国際的な共通理解に立脚している3。 

2.1. AIエージェントの定義と自律性の功罪 
更新案において、AIエージェントは「特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動する
AIシステム」と定義されている3。従来の生成AIが、ユーザーからのプロンプト（指示）に対して1対1で
テキストや画像を返す「関数」のような振る舞いをしていたのに対し、AIエージェントは与えられた抽
象的な目標（例：「今月の売上データを分析し、成績下位の顧客に対して最適な販促キャンペーン

メールを作成・送信せよ」）を自ら複数のサブタスクに分解する能力を持つ3。さらに、自らの判断で社

内のCRM（顧客関係管理）システムにアクセスしてデータを抽出し、推論を行い、最終的にメーラー
のAPIを叩いて送信までを完結させるという、能動的なプロセスを実行する。 

この自律的なタスク遂行能力は、業務効率化や深刻な労働力不足の補完という莫大な便益をもたら

す5。しかし同時に、人間が介在しないブラックボックスの中で処理が進行するため、「自律的行動に

よる誤動作」という新たなリスクを生み出す5。AIが誤った推論に基づき、不適切な価格設定で顧客に
見積書を自動送信してしまったり、アクセス権限を誤認して機密情報を社外に転送してしまったりす

る危険性が、理論上の懸念から現実の実務的脅威へと変貌しているのである。 

2.2. フィジカルAIによる物理環境への直接介入 
フィジカルAIは、「センサによるセンシングを通じて物理環境の情報を取り込み、AIモデルによる処理
を経て、現実世界に対して直接的な働きかけを行うシステム」と明確に位置づけられている5。工場に

おける高度な産業用ロボット、自律走行型の配送ドローン、あるいは建設現場での自動建機などが

これに該当する。 

フィジカルAIの最大のリスクは、サイバー空間で完結していた情報処理のエラーが、直接的に「物理
的な損害」や「人命に関わる安全性の喪失」に直結する点にある。外部環境を認識するセンサのノイ

ズや、AIモデルの誤推論が、ロボットアームの予期せぬ挙動を引き起こす可能性があるため、サイ
バーセキュリティの枠組みを超えた、物理的な安全基準（セーフティ）との高度な統合が利用企業側

に求められることになる。 

2.3. 新たに具体化されたリスクの諸相とリスクベースアプローチ 
今回の改訂案が実務的に高く評価されるべき点は、単に新技術の定義を追加しただけでなく、事業

者が実務で直面しつつある具体的なリスクのユースケースを明文化したことである5。 例えば、AIに
よる事実と異なる出力である「ハルシネーション」について、単なるエラーとして排除するのではなく、

アイデア創出の場面等における「ポジティブリスク（有用な偶発性）」としての側面も評価しつつ、制御

すべき対象として整理している5。また、教育領域において安易にAIを活用することが、学生や従業
員の自律的な思考力・学習能力の発展を妨げる可能性といった、長期的な人的資本に関わるリスク

にも言及している5。 



さらに、複数の情報源を組み合わせるマルチモーダルな生成AIの活用や、社内データを連携させる
RAG（検索拡張生成）技術の利用時における、複雑化したプライバシーリスクやデータ漏洩の危険
性も盛り込まれた4。これに対し、ガイドラインは「リスクベースアプローチ」の考え方を明確化している
4。これは、すべてのAI利用に対して一律に最高レベルのセキュリティを求めるのではなく、リスクの
大きさ（影響度）と発生可能性を加味して、限られた社内リソースの範囲で対策の優先順位を判断す

るという、極めて実効性の高いガバナンス構築の指針を利用企業に提供するものである5。 

3. 「AI利用者」の再定義とガイドラインにおける主体区分の明
確化 
ガイドラインの構造を正しく理解する上で不可欠なのが、AIのライフサイクルにおける事業活動を担
う主体の区分である。第1.2版（およびその前提となる第1.1版の枠組み）では、AIに関わる主体を大
きく「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」の3つに大別し、それぞれの役割と責任を整理している5。 

3.1. 「単なる利用者」という概念の解体 
多くの一般企業は、自らを「SaaSのAIツールを業務で使っているだけの存在」と認識しているかもし
れないが、ガイドラインの定義において、企業内で製造部門や営業部門の従業員が事業活動として

AIツールを活用する行為は、明確に「AI利用者」としての要件を満たす9。ChatGPTやClaudeなどの
外部基盤モデルを社内システムにAPI連携させて利用している企業はもちろんのこと、ブラウザ経由
でプロンプトを入力しているだけの事業者であっても、この「利用者」のカテゴリに包括される1。 

ガイドラインはAI利用者に対して、「AI提供者が意図した範囲内で継続的に適正利用及び必要に応
じてAIシステムの運用を行う」ことを明確に期待している9。さらに、「より効果的なAI利用のために必
要な知見習得も期待される」と規定されており9、これは「AIの仕組みを理解していなかったために情
報漏洩を起こした」という無知による免責を、行政当局が実質的に容認しない姿勢を示唆している。 

3.2. 用語定義の厳格化：「学習」「推論」「データ」と利用者の責任 
2026年の更新案では、従来自明とされてきた用語の定義が実務に即して再整理された4。特に、

RAG（検索拡張生成）やプロンプトエンジニアリングといった利用企業側の工夫が高度化する中で、
「どこまでが開発者の領域で、どこからが利用者の責任領域か」の境界が曖昧になっていた課題に

対応するものである。 

更新案では、どの主体がアライメント（AIの出力を人間の価値観や企業のルールに適合させる調整
作業）やRAGといった処理の責任を担うのかについて、補足説明が加えられている5。利用企業が独

自のデータベースを用いてRAGシステムを構築した場合、そこから出力される情報の正確性や、利
用されたデータの適法性に関する一次的な責任は、基盤モデルを提供する開発者ではなく、システ

ムを構築・運用する「AI利用者」側に帰属することがより鮮明にされた。 

また、経済産業省が「中小企業向けAI活用ガイド」を、総務省が対話型チャットボットによる解説ツー
ルを並行して整備・検討している点も重要である5。2025年9月30日に初版が公開され、その後改訂
を重ねている「AI活用ガイド（中小企業版）」は、法務専門部署を持たないライトユーザー層向けに、



ガイドラインの難解な内容を実務レベルに翻訳し、業務効率化や意思決定の高度化を安全に実現

するための手順書として機能している5。 

4. 最重要の実務要件：「Human-in-the-Loop（人間の判断必
須）」の業務実装 
第1.2版改定案において、AI利用者（一般企業）に対して最も直接的かつ具体的な業務プロセスの変
更を迫るのが、「Human-in-the-Loop（HITL：人間の判断必須）」の仕組みの導入義務化である1。 

4.1. HITLの基本思想：AIと人間の協働設計 
HITLとは、システムによる自律的な処理プロセスの環（Loop）の中に、必ず人間の判断・確認プロセ
ス（Human）を組み込むシステム設計の概念である。ガイドラインは、AIの自律的な利用を全面的に
禁止するのではなく、「AIに全面的に任せる範囲」と「人間が必ず介在し、最終確認を行う範囲」を、
企業が主体的に、かつ明確に設計（By Design）することを求めている1。 

これは、AIの予測精度がいくら向上しようとも、最終的な法的責任や倫理的責任を負うのは法人たる
企業や人間であり、機械に責任を転嫁することはできないという原則に基づく。特にAIエージェントが
「外部に影響を与える操作」を行う直前には、人間のゲートキーパーによる承認プロセスをシステム

的に強制することが、コンプライアンス上の必須要件となる1。 

4.2. 内部完結業務と外部影響業務の厳格な線引き 
企業は自社のあらゆるAI利用業務を棚卸しし、以下の基準に沿ってHITLの適用レベルを分類・設計
しなければならない。 

 

業務の性質・影響範囲 具体的なAI活用ユースケー
ス例 

求められるHITL（人間の介
在）の要件とシステム実装 

内部完結業務（低リスク） 
 
AIの出力が社内にとどまり、
外部のステークホルダーに

直接的な不利益を与えない

領域。 

・社内会議の議事録作成・要

約 
 
・社内データを用いた売上集

計・傾向分析 
 
・企画書のドラフト作成、アイ

デア出し 
 
・社内FAQシステムでの情報
検索 

事後確認または任意確認で

許容可能。 
 
AIが単独で完結するプロセス
を許容。ただし、最終的な意

思決定に用いる場合は人間

が根拠を確認するリテラシー

教育が前提となる1。 



外部影響業務（高リスク） 
 
AIの出力や行動が、顧客、取
引先、社会一般に対して直

接的な法的・経済的・社会的

な影響を及ぼす領域。 

・顧客への見積書、請求書、

契約書の自動作成と発行 
 
・顧客からの問い合わせに対

するメール自動返信やチャッ

トサポート 
 
・企業の公式SNSアカウント
への自動投稿 
 
・基幹システムや外部APIへ
のデータの自動書き込み・更

新 

システム的な「事前承認プロ

セス」の強制が必須。 
 
AIエージェントがデータを準
備・作成した場合でも、最終

的な「送信」「公開」「実行」ボ

タンを押す操作は、権限を持

つ人間が行わなければなら

ないようワークフローを制御

する1。 

例えば、営業部門においてAIエージェントが顧客との過去の商談履歴を読み込み、個別の提案書と
見積もり金額を自動算出してメールの文面まで作成するシステムを導入したとする。この場合、エー

ジェントが自律的に直接メールを送信してしまう設計は、改訂ガイドラインの趣旨に反する。システム

はメールを「下書き（ドラフト）」として保存するところまでを自動化し、担当営業または管理職が内容

の正確性（ハルシネーションによる虚偽の割引率が含まれていないか等）を目視で確認し、承認のク

リックを行った時点で初めて外部に発信されるというプロセスを構築しなければならない1。 

5. データ処理の特例と契約実務の劇的な変化：RAG時代に
おける担保措置の要請 
企業が独自の社内規程やマニュアル等のデータを生成AIに読み込ませて活用するケース（SaaSの
カスタム機能やRAGの構築）において、第1.2版の更新と関連する法改正は、利用企業側の契約実
務に極めて厳格な対応を要求している4。 

5.1. 「機械学習」と「文脈内学習」の法的意義の明確な切り分け 
AI事業者ガイドライン（第1.2版）において実務上極めて重要な意味を持つのが、「機械学習（
Machine Learning）」と「文脈内学習（In-Context-Learning）」という技術的定義の厳格な区別である
11。 

多くの企業は、個人情報保護法等の解釈において、情報解析に特化した例外規定や「同意不要の

特例」を用いて、社内の個人データを含むテキストをAIの学習や推論に利用している。しかし、この
特例を適法に援用するためには、そのデータ処理がシステムに対して恒久的な影響を与えるのか、

それとも一時的なものなのかを契約上・システム上明確にしなければならない。 

●​ 機械学習: 入力されたデータを用いてAIモデル自体の重み付け（パラメータ）を更新し、基盤モ
デルを恒久的に改変する行為。この目的で個人データを本人の同意なく利用することは極めて

高いハードルと法的リスクを伴う。 
●​ 文脈内学習（In-Context-Learning / RAG等）: AIモデルのパラメータ自体は一切変更せず、推



論を実行する際の一時的なコンテキスト（プロンプトの入力枠内）に参照データとして情報を挿

入する行為。セッションが終了すれば揮発し、AIの長期的な知識としては定着しない11。 

企業が自社の顧客データをAIに処理させる際、それが「文脈内学習」にとどまり、AI開発企業の基盤
モデルの「機械学習（学習データとしての流用）」に転用されないことを客観的に証明する責任が、利

用者たる企業側に重くのしかかることになる11。 

5.2. データ処理委託契約（DPA）における「担保措置」の文書化義務 
この証明責任を果たすため、企業はAIツールを提供するベンダーとの間で、単なる秘密保持契約（
NDA）や性善説に依存した利用規約の同意を超えた、厳格なデータ処理委託契約（DPA：Data 
Processing Agreement）を締結し、以下の「担保措置」を明確に文書化しなければならない11。 

 



 
 
これらの担保措置が文書化されず、結果として提供したデータがベンダー側のAI学習等に不正利用
された場合、ガイドラインが禁止する適正利用の逸脱として、企業は行政指導や課徴金の対象とな

る可能性があるだけでなく、経営陣が株主から善管注意義務違反を問われる法的リスクに直面する
1。2026年以降、SaaS型AIツールの導入にあたっては、法務部門や外部弁護士による利用規約の
徹底的なスクリーニングと、オプトアウト（学習利用拒否）設定のシステム的な強制適用が不可欠な

プロセスとなる。 



6. 著作権法解釈の厳格化：文化庁「考え方」に基づく利用者
の防衛策とRAGの落とし穴 
AIの業務利用において、コンプライアンス上のもう一つの巨大な地雷原となるのが著作権法との関
係である。2026年現在、文化審議会著作権分科会法制度小委員会が取りまとめた「AIと著作権に
関する考え方」は、AI利用者（一般企業）の日常的な業務プロセスに対しても極めて厳格な解釈を示
している7。 

6.1. 著作権法第30条の4（非享受目的の利用）の限界 
日本の著作権法第30条の4は、AI開発における機械学習などの情報解析において、他人の著作物
に表現された思想又は感情を自ら享受し、又は他人に享受させることを目的としない場合（非享受目

的）に限り、著作者の許諾を得ることなく複製等を行えるとする、世界的にもユニークで開発に有利

な規定である12。多くの企業は、この条文を根拠に「インターネット上の記事や他社のレポートをAIに
読み込ませて要約させることは合法である」と認識してきた。 

しかし、文化庁の「考え方」では、この第30条の4の適用範囲に極めて重大な制限事項が示されてい
る7。企業が業務効率化のために、既存のデータベースやインターネット上の情報（第三者の著作物

が含まれるもの）を収集し、著作物の内容をベクトルデータに変換して社内専用のAIデータベース（
RAGシステム等）を構築する行為について、重大な警鐘が鳴らされている。 もし、そのデータベース
化の意図が、**「生成に際して、当該複製等に用いられた著作物の創作的表現の全部又は一部を
出力することを目的としたものである場合」**には、当該データベース構築のための複製行為は「非
享受目的の利用行為」とは認められず、第30条の4は適用されないとの見解が明示されたのである7

。 

これは、自社の営業担当者が外部の有料市場調査レポートのPDFを丸ごとRAGシステムにアップ
ロードし、顧客への提案書を作成する際に「あの市場レポートの要点をそのまま引用して説明文を

作って」と指示するような利用形態が、明確な著作権侵害（複製権・翻案権等の侵害）を構成する可

能性が高いことを意味している。 

6.2. 廃棄請求のリスクと証拠保全（プロンプト記録）の義務化 
さらに深刻なのは、侵害に対する措置の強化である。学習済みモデルが、学習データである著作物

と類似性のある生成物を高確率で生成するような状態にある場合、法的には当該モデル自体が著

作物の「複製物」であると評価され得る。この場合、権利者から将来の侵害行為の予防措置として、

システムからの当該著作物データの除去、最悪の場合は学習済みモデル自体の廃棄請求が認めら

れる可能性が示唆されている7。 

このような著作権侵害リスクから企業を守るための唯一かつ最大の防衛策は、業務におけるAI利用
プロセスの透明性確保と証拠保全である12。企業は、従業員がAIを利用する際の入力内容（プロン
プト）や、出力されたテキストをどのように編集・加工したかの履歴（ログ）を、システム的に記録・保

存しておく体制を構築する必要がある12。万が一、自社の作成した広告コピーや提案書が第三者の

著作物と類似していると指摘された際、「既存の著作物に依拠して（パクって）生成したわけではな



く、独自の汎用的なプロンプトによる指示の結果として偶然類似したに過ぎない」という独立創作の

反証を行うためには、これらの改ざん不可能なログデータが決定的な証拠となるからである12。 

7. グローバルガバナンスの波：EU AI Actの域外適用と致命
的な制裁リスク 
日本の「AI事業者ガイドライン」自体は、法的拘束力（直接的な罰則）を持たないソフトローであり、違
反したとしても最悪の場合で行政指導や企業名公表にとどまる1。しかし、2026年というタイミング
は、国際的なハードロー（法的拘束力のある規制）の波が日本の一般企業に直接押し寄せる年でも

ある。それが、2024年8月に発効した世界初の包括的AI規制法「EU AI Act（欧州人工知能規則）」の
全面適用である8。 

7.1. 「うちはEUとは関係ない」という誤認の危険性 
EU AI Actに関する最も危険な誤解は、「自社は日本国内のみでビジネスをしており、EU圏に拠点が
ないため対象外である」という認識である8。同規則は、GDPR（EU一般データ保護規則）と同様に強
力な「域外適用」の条項を持っている。 

日本のAI利用企業であっても、自社が導入したSaaS製品やWebサービスをEU圏のクライアントや
取引先が利用している場合、あるいは自社サイトに設置した多言語対応のAIチャットボットや翻訳AI
が、インターネット経由でアクセスしてきたEU市民の個人データや入力を処理している場合、その企
業はEU AI Actが定める「提供者（Provider）」または「展開者（Deployer/User）」としての義務を負うこ
とになる8。 

7.2. 2026年8月のタイムリミットと巨額の制裁金 
EU AI Actは、AIシステムをリスクのレベルに応じて4つの階層（禁止、高リスク、限定リスク、最小限
リスク）に分類している8。例えば、ソーシャルスコアリングや感情推論による採用システム等は「禁止

（使用不可）」とされ（2025年2月に既に施行済み）、採用支援AI、信用審査AI、医療診断AIなどは
「高リスクAI」に分類される8。チャットボットやディープフェイク生成は「限定リスク」として透明性義務（

AIが生成したことの明示）が課される8。 

2026年8月2日には、同法の中核をなす「高リスクAIシステム」に対する義務規定が全面適用される8

。高リスクAIを利用（展開）する企業は、厳格な適合性評価、技術文書の継続的更新、そして人間に
よる監視義務（Human Oversight：日本のガイドラインにおけるHITLと同義）を完遂しなければならな
い。 

これに違反した場合のペナルティは企業にとって致命的である。違反の程度に応じて、最大で3,500
万ユーロ（約56億円）、または企業の全世界年間総売上高の7%のいずれか高い方という、事業存
続を危うくする規模の制裁金が科される規定となっている8。日本の一般企業にとって、2026年3月
の「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」への準拠に向けた体制構築は、単なる国内のコンプライアンス
対応にとどまらず、半年後に迫るEU AI Actの域外適用リスクから自社を防衛するための「最低限の



ベースライン対応」として位置づけられるべきものである。 

8. AI利用者（一般企業）が直ちに着手すべき「3つの戦略的ア
クションプラン」 
第1.2版ガイドラインの施行（2026年3月末）およびEU AI Actの全面適用（2026年8月）という迫り来
るタイムリミットに対し、法務やITの専門部署を十分に持たない中小企業を含むすべてのAI利用事
業者は、即座に組織的な対応を開始する必要がある。ガイドラインはガバナンスを単なる「ブレーキ」

ではなく、企業が安心してAI活用を拡大し、イノベーションを推進するための「加速装置」であると再
定義している1。この観点に基づき、企業が取るべき3つの実践的なアクションプランを以下に詳述す
る1。 

アクション1：全社AI利用状況の徹底的な棚卸しとリスクマッピング 
最初のステップは、社内におけるAIの利用実態を「完全に可視化」することである。 

●​ シャドーAIの特定: 会社が公式に許可していない無料の生成AIツールを、従業員が独断で業務
（翻訳、コード生成、文章作成等）に利用していないかをIT監査等の手法で洗い出す1。機密情

報や顧客データが外部の学習用サーバーに流出しているリスクを遮断する。 
●​ 自律型プロセスの抽出: 導入済みのシステムの中に、環境を感知して自律的に動く「AIエージェ

ント」的機能（RPAとAIの連携、自動メール送信機能など）が潜んでいないかを特定する1。 
●​ 影響範囲の特定: 「誰が」「何のAIを」「どの業務プロセスで」利用しているかをリスト化し、それら

がEU圏の個人データに触れる可能性がないか（EU AI Actの適用リスク）を評価する1。 

アクション2：業務範囲の再設計とHuman-in-the-Loopのシステム実装 
棚卸しで特定されたAI利用業務に対し、第4章で論じたリスク分類に基づき、人間とAIの役割分担を
再設計する。 

●​ 境界線の設定: 外部（顧客、取引先、SNS空間、他システム）に対して影響を与えるすべての業
務プロセスを特定する1。 

●​ 承認ゲートの構築: これらの外部影響業務において、AIが自律的に最終アクション（送信、公
開、決済等）を実行できないよう、システム上の権限を剥奪する。必ず人間の担当者が内容を

目視で確認し、承認（クリックや署名）を行わなければプロセスが進行しないワークフロー（

Human-in-the-Loop）を設計し、業務マニュアルに落とし込む1。 

アクション3：社内AI利用ガイドライン（規程）の策定と周知徹底 
既存の「情報セキュリティ規程」や「IT資産管理規程」とは独立した、あるいはそれらを補完する形
で、生成AIやAIエージェントに特化した社内ルールを明文化する。中小企業であれば、まずはA4用
紙1〜2枚程度の簡潔なものであっても構わない1。以下の項目を必須要件として盛り込む。 

1.​ 許可ツールリスト: 会社がデータ保護の観点から安全性を確認し、DPAを締結した「業務利用を
許可するAIツール」を明記し、それ以外の利用を原則禁止する1。 

2.​ 入力禁止情報の定義: 個人情報、未公開の財務情報、他社の著作物、機密性の高いソース



コードなど、プロンプトとして入力してはならない情報のカテゴリを具体的に例示する1。 
3.​ 出力結果の検証義務: AIが生成した結果をそのまま鵜呑みにせず、ハルシネーションを疑い、

原典や事実関係を必ず人間がファクトチェックする義務を明記する1。特に外部出力前のHITL
ルールを強調する。 

4.​ インシデント報告フロー: 意図せず機密情報を入力してしまった、あるいはAIの出力によって著
作権侵害の疑いが生じた場合のエスカレーション（上長・法務への報告）ルートを確立する1。 

これらのアクションを実行するにあたり、ゼロから専門知識を構築することが困難な中小企業に対し

ては、経済産業省や情報処理推進機構（IPA）等が公開している「中小企業向けAI活用ガイド（2025
年最新版等）」の活用が強く推奨される10。このガイドは、限られたリソースの中でいかに安全性を担

保しつつ業務効率化や意思決定の高度化を図るかという、極めて実践的なノウハウを提供している
10。 

結論：AIガバナンスを「規制対応」から「次世代の競争優位性」
へ 
2026年3月末に予定される「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」の公表は、日本におけるAIの業務利
用が「自己責任の実験フェーズ」から「厳格な統制下での本格運用フェーズ」へと完全に移行したこと

を告げる号砲である。AIエージェントやフィジカルAIといった自律型技術の登場は、企業に圧倒的な
生産性向上をもたらす一方で、システムが物理世界や外部ステークホルダーに直接的な危害や不

利益を及ぼすリスクを飛躍的に高めている。 

このような時代において、自社でAIを開発していないことを理由に「我々は単なる利用者である」と免
責を主張する論理はもはや法的に通用しない。RAG構築に伴う著作権侵害リスクの回避、ベンダー
とのデータ処理委託契約における担保措置の明文化、EU AI Actの域外適用を見据えたグローバル
コンプライアンスの確保、そして何よりも「Human-in-the-Loop」による責任ある人間主体の意思決定
プロセスの実装。これらはすべて、AIツールを利用して事業価値を生み出す一般企業自身が、自ら
の責任において主体的に構築しなければならないガバナンス要件である。 

経営陣および実務担当者は、このガイドライン改訂を単なる「煩わしい規制の強化」と捉えるべきで

はない。明確化されたルールの中で適切にリスクを管理し、AIと人間の協働プロセス（HITL）を社内
に深く根付かせることこそが、ステークホルダーからの強固な信頼を獲得し、AIのもたらす莫大な恩
恵を安全かつ持続的に享受するための「最強の加速装置」となる。2026年というAIガバナンスの転
換期において、迅速かつ的確に社内体制を刷新できる企業のみが、次世代のビジネス環境におい

て圧倒的な競争優位性を確立することになるのである。 
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